
令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

五

第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
分
別
収
集
物
の
再
商
品
化
を
著
し
く
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
で

あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
混
入
し
て
い
な
い
こ
と
。

イ

リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
蓄
電
池
を
使
用
す
る
機
器
そ
の
他
分
別
収
集
物
の
再
商
品
化
の
過
程
に
お
い
て
火
災
を
生

ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
（
前
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

〇
環
境
省
令
第
一
号

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
号
）
第
三
十
二
条
並
び
に
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
四
年
政
令
第
二
十
五
号
）
第
十
条
、
第
十
一

条
第
四
号
、
第
十
四
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
分
別
収
集
物
の
基
準
並
び
に
分
別
収
集
物
の
再
商
品
化
並

び
に
使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
等
の
再
資
源
化
に
必
要
な
行
為
の

委
託
の
基
準
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
一
月
十
九
日

環
境
大
臣

山
口

壯

分
別
収
集
物
の
基
準
並
び
に
分
別
収
集
物
の
再
商
品
化
並
び
に
使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
及
び
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
等
の
再
資
源
化
に
必
要
な
行
為
の
委
託
の
基
準
に
関
す
る
省
令

（
分
別
収
集
物
の
基
準
）

第
一
条

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
第
三
号
イ
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。）第
三

十
二
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

原
則
と
し
て
最
大
積
載
量
が
一
万
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
自
動
車
に
積
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
最
大
の
容
量
に
相
当
す

る
程
度
の
分
量
の
物
が
収
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

圧
縮
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

次
に
掲
げ
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
廃
棄
物
以
外
の
物
が
付
着
し
、
又
は
混
入
し
て
い
な
い
こ
と
。

イ

法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
包
装
廃
棄
物

ロ

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
廃
棄
物
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）の
う
ち
そ
の
原
材
料
の
全
部
又
は
大
部
分

が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
で
あ
る
も
の

四

前
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
他
の
法
令
又
は
法
令
に
基
づ
く
計
画
に
よ
り
分
別
し
て
収
集
す
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
混
入
し
て
い
な
い
こ
と
。

イ

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
。
第

六
号
に
お
い
て
「
容
器
包
装
再
商
品
化
法
」と
い
う
。）第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
容
器
包
装
廃
棄
物
の
う
ち
、

飲
料
、
し
ょ
う
ゆ
そ
の
他
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第

四
条
第
五
号
及
び
別
表
第
一
の
七
の
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
が
定
め
る
商
品
を
定
め
る
件
（
平
成
十
九
年
財

務
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
環
境
省
告
示
第
三
号
）
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
物
品
で

あ
っ
て
、
同
告
示
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
を
充
填
す
る
た
め
の
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製

の
容
器
が
容
器
包
装
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の

ロ

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
が
廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）と
な
っ
た
も

の
ハ

一
辺
の
長
さ
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の





別
表
第
一
の
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
四

十
五
号
）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
令
和
四
年
政
令
第
二
十
五
号
）

第
十
四
条
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
十
条
第
二

号
及
び
第
三
号

別
表
第
二
の
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
四

十
五
号
）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
令
和
四
年
政
令
第
二
十
五
号
）

第
十
四
条
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
二
十
条
第
一

号
及
び
第
二
号

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

ロ

点
滴
用
器
具
そ
の
他
の
人
が
感
染
し
、
又
は
感
染
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
病
原
体
が
含
ま
れ
、
若
し
く
は
付
着

し
て
い
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
分
別
収
集
物
の
再
商
品
化
を
著
し
く
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

六

容
器
包
装
再
商
品
化
法
第
二
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
施
設
に
お
い
て
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

（
分
別
収
集
物
の
再
商
品
化
に
必
要
な
行
為
の
再
委
託
契
約
に
含
ま
れ
る
べ
き
事
項
）

第
二
条

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。）第
十
条
第
一

号
ホ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

再
委
託
契
約
の
有
効
期
間

二

指
定
法
人
が
法
第
三
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
行
為
を
再
委
託
し
よ
う
と
す
る
者
（
次
号
及
び
第
六
号
に
お

い
て
「
再
受
託
者
」
と
い
う
。）に
支
払
う
料
金

三

分
別
収
集
物
（
法
第
三
十
二
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。）の
運
搬
に
係
る
再
委
託
契
約
に
あ
っ
て
は
、
再
受
託
者
が
当
該
再
委
託
契
約
に
係
る
分
別
収
集
物
の
積

替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
所
の
所
在
地
及
び
当
該
場
所
に
係
る
積
替

え
の
た
め
の
保
管
上
限

四

指
定
法
人
が
有
す
る
再
委
託
に
係
る
分
別
収
集
物
の
適
正
な
処
理
の
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す

る
情
報

イ

当
該
分
別
収
集
物
の
性
状
及
び
荷
姿
に
関
す
る
事
項

ロ

当
該
分
別
収
集
物
以
外
の
廃
棄
物
と
の
混
合
等
に
よ
り
生
ず
る
支
障
に
関
す
る
事
項

ハ

そ
の
他
当
該
分
別
収
集
物
を
取
り
扱
う
際
に
注
意
す
べ
き
事
項

五

再
委
託
契
約
の
有
効
期
間
中
に
再
委
託
に
係
る
分
別
収
集
物
に
係
る
前
号
の
情
報
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
当

該
情
報
の
伝
達
方
法
に
関
す
る
事
項

六

再
委
託
契
約
に
係
る
業
務
終
了
時
の
再
受
託
者
の
指
定
法
人
へ
の
報
告
に
関
す
る
事
項

七

再
委
託
契
約
を
解
除
し
た
場
合
の
処
理
さ
れ
な
い
再
委
託
に
係
る
分
別
収
集
物
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

（
認
定
再
資
源
化
事
業
計
画
に
係
る
再
資
源
化
に
必
要
な
行
為
の
委
託
の
承
諾
に
係
る
書
面
の
記
載
事
項
）

第
七
条

第
五
条
の
規
定
は
、
令
第
二
十
条
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
五
条
第
一
号
中「
使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品（
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。以
下
同
じ
。）」

と
あ
る
の
は
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
等
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事

業
者
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
再
資
源
化
事
業
者
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
法
第
四
十
一
条
第
二
項
」と
あ
る
の
は「
法

第
五
十
一
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
再
資
源
化
事
業
計
画
に
係
る
再
資
源
化
に
必
要
な
行
為
の
委
託
契
約
に
含
ま
れ
る
べ
き
事
項
）

第
八
条

第
六
条
の
規
定
は
、
令
第
二
十
条
第
二
号
ハ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
六
条
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
中
「
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
認

定
再
資
源
化
事
業
者
」
と
、
同
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
中
「
使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
」

と
あ
る
の
は
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
環
境
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

２

環
境
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
環
境
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
再
委
託
契
約
書
等
の
保
存
期
間
）

第
三
条

令
第
十
条
第
二
号
、
第
十
四
条
第
三
号
及
び
第
二
十
条
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す

る
。

（
分
別
収
集
物
の
再
商
品
化
に
必
要
な
行
為
の
実
施
の
状
況
の
確
認
）

第
四
条

令
第
十
一
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
一
年
に
一
回
以
上
、
実
地
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
に
係
る
再
資
源
化
に
必
要
な
行
為
の
委
託
の
承
諾
に
係
る
書
面
の
記
載
事

項
）

第
五
条

令
第
十
四
条
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

委
託
に
係
る
使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
（
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）の
数
量

二

委
託
を
行
う
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
認
定
番
号

三

承
諾
の
年
月
日

四

法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
行
為
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
受
託
者
」
と
い
う
。）の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所

（
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
に
係
る
再
資
源
化
に
必
要
な
行
為
の
委
託
契
約
に
含
ま
れ
る
べ
き
事
項
）

第
六
条

令
第
十
四
条
第
二
号
ニ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

委
託
契
約
の
有
効
期
間

二

認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
が
受
託
者
に
支
払
う
料
金

三

使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
の
運
搬
に
係
る
委
託
契
約
に
あ
っ
て
は
、
受
託
者
が
当
該
委
託
契
約
に
係
る

使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
の
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
所

の
所
在
地
及
び
当
該
場
所
に
係
る
積
替
え
の
た
め
の
保
管
上
限

四

認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
の
有
す
る
委
託
に
係
る
使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
の
適
正
な
処
理

の
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報

イ

当
該
使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
の
性
状
及
び
荷
姿
に
関
す
る
事
項

ロ

当
該
使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
以
外
の
廃
棄
物
と
の
混
合
等
に
よ
り
生
ず
る
支
障
に
関
す
る
事
項

ハ

そ
の
他
当
該
使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
を
取
り
扱
う
際
に
注
意
す
べ
き
事
項

五

委
託
契
約
の
有
効
期
間
中
に
委
託
に
係
る
使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
に
係
る
前
号
の
情
報
に
変
更
が

あ
っ
た
場
合
の
当
該
情
報
の
伝
達
方
法
に
関
す
る
事
項

六

委
託
契
約
に
係
る
業
務
終
了
時
の
受
託
者
の
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
へ
の
報
告
に
関
す
る
事
項

七

委
託
契
約
を
解
除
し
た
場
合
の
処
理
さ
れ
な
い
委
託
に
係
る
使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
の
取
扱
い
に
関

す
る
事
項




